
                      

別紙様式第８号（第50条の31の43第１項関係） 
（日本工業規格Ａ４） 

財産に関する調書（  年  月  日現在） 

年  月  日   

主たる営業所又は 

事務所の所在地        

名  称        

氏  名        

 価   額 摘   要 

資   産 

  現金・預金 

  有価証券 

  未収入金 

  貸付金 

  土地 

  建物 

  備品 

  権利 

  貸倒引当金 

  その他 

   計（Ａ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  △        

 

 

 

負   債 

  借入金 

  未払金 

  前受金 

  その他 

   計（Ｂ） 

  

（Ａ）－（Ｂ）   

（記載上の注意） 
１ この調書は、特定信用事業電子決済等代行業者が個人である場合に限り、特定信用事業電
子決済等代行業に関する報告書に添付すること。 

２ 価額については、千円を単位として算出すること。千円未満の端数があるときは、これを
切り捨てること。 

３ 資産及び負債の価額については、原則として、取得価格（取得価格のないものにあっては、
取得時における適正な評価価格）に基づき算出した、提出の日の前年の12月31日における残
高を記載すること。 

４ 有価証券の価額については、当該有価証券に時価がある場合にあっては、上記３にかかわ
らず、この調書を作成する日（以下「算出日」という。）に公表されている最終価格に基づ
き算出した価額を記載すること。 

５ 土地及び建物の価額については、上記３にかかわらず、直近の固定資産税評価額等の、算
出日における適正な評価価格に基づき算出した価額を記載すること。 



なお、借入金により取得した居住用（事業所を兼ねる場合を含む。以下同じ。）の土地又
は建物については、次のとおり計算した額を土地、建物及び借入金の価額として記載するこ
とを原則とするが、算出日の借入金の価額が土地及び建物の直近の固定資産税評価額等の合
計額以下である場合にあっては、土地、建物及び借入金の価額を全て零とみなしても差し支
えない。 

 
 

「土地」又は「建物」の価額＝ 
                                                   
                                                                    
              ×                ×         × 
 
 
 
  
 

＋            × 
 
 
 

「借入金」の価額 ＝ 算出日の借入金の価額 × 
 
６ 貸倒引当金の価額については、所得税法に基づく計上限度額を記載すること。 
７ 「権利」とは、営業権、地上権その他の無形固定資産をいう。 

 居住用の土地又は建物の

算出日の適正な評価価格

に基づき算出した価額 

 居住用面積 

居住用面積＋事業用面積 

 居住用の土地又は建物の

算出日の適正な評価価格

に基づき算出した価額 

 事業用面積 

居住用面積＋事業用面積 

 事業用面積 

居住用面積＋事業用面積 

取得時の自己資金＋返済済み元金額 

取得時の借入金＋取得時の自己資金 


